物価高騰対応重点支援地方創生交付金事業
「令和７年度運送事業者臨時給付金」を支給します
　
更別村では、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用して、燃料価格高騰の影響を受けている運送事業者への支援として給付金を支給します。

■支給対象者
村内に事務所又は事業所を有する運送事業者のうち、次の要件に該当する法人又は個人事業者（以下「事業者」といいます。）
（１）　次のいずれかの事業を行っている事業者
①　貨物自動車運送事業法（平成元年法律第83号。以下「運送事業法」といいます。）第３条の許可を受けた一般貨物自動車運送事業
②　運送事業法第36条の届出をした貨物軽自動車運送事業
③　道路運送法（昭和26年法律第183号。以下「運送法」といいます。）第４条の許可を受けた一般乗用旅客自動車運送事業
（２）　更別村が行う令和７年度の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を財源として実施する他の給付金等の支給を受けない事業者
（３）　村税の滞納がない事業者（村税の課税がない事業者は申請者から除かれます。）
■給付金の額
　　給付金の額は、給付対象毎の車両台数×算定単価の合計額となります。
※１事業者あたり200万円を上限とします。
	給付対象車両
	区　分
	算定単価

	北海道運輸局に提出している事業許可申請書等に記載のある事業用自動車であって、実際に運行している車両
(緑ナンバー、黒ナンバーの車両に限ります。)

	運送事業法第２条第２項に定める一般貨物自動車運送事業の実施に必要な事業用自動車（被けん引車を除く）
	車両１台につき５万円…①

例：10台なら50万円

	
	運送事業法第２条第２項に定める一般貨物自動車運送事業の実施に必要な被けん引車
	車両１台につき２万円…②
　　　　例：10台なら20万円

	
	運送事業法第36条に定める貨物軽自動車運送事業の実施に必要な事業用軽自動車
	車両１台につき５万円…③
　　　　例：10台なら50万円

	
	運送法第３条第１号ハに定める一般乗用旅客自動車運送事業に必要な事業用自動車
	車両１台につき５万円…④
　　　　例：10台なら50万円

	
	申請額合計　①+②+③+④　　
	　　　　例：170万円


　
　　　　　　　　　　　　　　 【裏面に続きます】

■申請期限日
　令和８年３月１０日（火）まで
[bookmark: _GoBack]■申請方法
　次の様式等に記入のうえ、産業課商工労働観光係（ふるさと館内）へ提出してください。
（１）令和７年度更別村運送事業者臨時給付金支給申請書（別記第１号様式）
（２）支給対象車両の確認に係る調書（別記第２号様式）
（３）調書に記載した車両の車検証の写し
（４）運輸局に提出した事業計画（変更）届出の写しなど
■申請書の入手先
申請書等は、ふるさと館内 産業課商工労働観光係、更別村商工会の窓口又は更別村ホームページで入手することができます。
■申請書提出先
　更別村産業課商工労働観光係（更別村ふるさと館内）
■申請受付時間
　土日祝日を除く８時３０分～１７時１５分
■問い合わせ・相談先
〇更別村産業課商工労働観光係（更別村ふるさと館内）
　　☎０１５５－５２－２２１１（土日祝日を除く８時３０分～１７時１５分）
　〇更別村商工会
☎０１５５－５２－２０１０（土日祝日を除く８時４５分～１７時３０分）
